
令
和
6
年
度
和
歌
山
県
農
林
大
学
校

学
生
募
集
（
農
学
部
・
林
業
研
修
部
）

和
歌
山
県
農
林
大
学
校
で
は
、
農
林
業

に
活
力
を
与
え
、
新
た
な
価
値
を
創
造
す

る
と
と
も
に
、
将
来
の
和
歌
山
県
の
農
林

業
を
振
興
す
る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
活
躍
で

き
る
人
材
の
育
成
の
た
め
実
習
に
重
き
を

お
き
、
実
践
力
を
身
に
つ
け
る
教
育
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
募
集
期
間

・
農
学
部
（
推
薦
）
／
9
月
12
日
（
火
）

～
9
月
21
日
（
木
）

・
農
学
部
（
一
般
）
／
11
月
10
日
（
金
）

～
11
月
17
日
（
金
）

・
林
業
研
修
部
（
選
考
試
験
・
後
期
）
／

9
月
26
日
（
火
）
～
10
月
10
日
（
火
）

●
試
験
会
場
／
農
林
大
学
校
農
学
部
（
伊

都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
中
飯
降
4
2
2
）・

農
林
大
学
校
林
業
研
修
部
（
西
牟
婁
郡

上
富
田
町
生
馬
1
5
0
4
‐
1
）

●
対
象
／
（
農
学
部
）
令
和
6
年

（
2
0
2
4
年
）
3
月
ま
で
に
高
等
学

校
を
卒
業
見
込
み
の
者
・（
林
業
研
修

部
）
高
等
学
校
卒
業
、
ま
た
は
令
和
6

年
（
2
0
2
4
年
）
3
月
ま
で
に
高

等
学
校
を
卒
業
見
込
み
の
者

●
試
験
日

・
農
学
部
（
推
薦
）
／
10
月
3
日
（
火
）

10
時
～

・
農
学
部
（
一
般
）
／
11
月
29
日
（
水
）

10
時
～

・
林
業
研
修
部
（
選
考
試
験
・
後
期
）
／

10
月
21
日
（
土
）
10
時
～

問

和
歌
山
県
農
林
大
学
校
農
学
部
☎

0
7
3
6
‐
２
２
‐
2
2
0
3
・
林

業
研
修
部
☎
0
7
3
9
‐
４
７
‐

4
1
4
1

案 

内

◆
◆
◆

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格

高
騰
重
点
支
援
給
付
金

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
の
価
格
高
騰

に
よ
る
負
担
増
を
踏
ま
え
、
特
に
家
計
へ

の
影
響
が
大
き
い
低
所
得
世
帯
（
住
民
税

非
課
税
世
帯
等
）
に
対
し
て
、
1
世
帯
あ

た
り
3
万
円
を
給
付
し
ま
す
。

●
支
給
対
象
世
帯

①
住
民
税
非
課
税
世
帯
／
基
準
日
（
令
和

5
年
（
2
0
2
3
年
）
6
月
1
日
に
お

い
て
、
有
田
川
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登

録
さ
れ
て
お
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
5
年

度
（
2
0
2
3
年
度
）
の
住
民
税
が
非

課
税
で
あ
る
世
帯
（
基
準
日
以
降
、
申
請

日
ま
で
の
間
に
世
帯
全
員
が
死
亡
し
た
場

合
、
ま
た
は
有
田
川
町
か
ら
転
出
し
た
世

帯
は
除
く
）

※
7
月
20
日
（
木
）
ご
ろ
に
支
給
対
象
と

思
わ
れ
る
世
帯
主
の
方
に
確
認
書
を
発

送
し
て
い
ま
す
。

※
住
民
票
の
住
所
と
居
住
地
が
違
う
場

合
な
ど
で
、
確
認
書
が
届
か
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
提
出
期
限
が
過
ぎ
る
と

給
付
金
が
受
け
取
れ
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
修
正
申
告
な
ど
に
よ
り
、
世
帯
全
員
の

令
和
5
年
度
（
2
0
2
3
年
度
）
分

の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
と
な
っ
た

場
合
は
、
対
象
と
な
り
ま
す
。
世
帯
主

か
ら
の
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

②
家
計
急
変
世
帯
／
住
民
税
非
課
税
世
帯

に
該
当
し
な
い
世
帯
の
う
ち
、
予
期
せ
ず

令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
1
月
～
8

月
の
家
計
が
急
変
し
、
同
一
世
帯
に
属
す

る
全
員
が
令
和
5
年
度
（
2
0
2
3
年

度
）
分
の
住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯
と

同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
世
帯

※
世
帯
主
か
ら
の
申
請
が
必
要
に
な
り
ま

す
の
で
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
そ
の
他

①
②
の
い
ず
れ
も
世
帯
の
全
員
が
住
民

税
均
等
割
が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養

親
族
等
に
な
っ
て
い
る
場
合
は
、
支
給
の

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

●
支
給
金
額
／
1
世
帯
あ
た
り
3
万
円

●
提
出
期
限
／
9
月
29
日
（
金
）

問

有
田
川
町
電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価

格
高
騰
重
点
支
援
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
（
金
屋
庁
舎
・
1
階
応
接
室
）

☎
0
1
2
0
‐
5
5
5
‐
6
8
8

（
9
時
～
18
時
／
土
日
祝
を
除
く
）

お知らせお知らせ
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